
 

中止（延期）対象の講習等一覧 

 

【GW 近接時期の中止・延期対象の講習等】 
○有機溶剤作業主任者技能講習 

５月 11・12日（松山） ⇒  6月 25 日(木)、26日(金) に延期 
 

○クレーン運転業務特別教育 

５月 19日（松山）    ⇒  8月 20 日（木）に延期 
 

○特定粉じん作業従事者特別教育 

５月 20日（新居浜）  ⇒  中止 
 

○熱中症対策に係る管理者向け労働衛生教育 

５月 20日（今治）   ⇒  延期（時期未定） 

 

【実技講習を伴う中止対象の講習等】  

（※4/13付けで「お知らせ」した内容と変更はありません。） 

○酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 

  4月 27・28日（松山）、5月 7・8 日（新居浜）、6月 25・26日（松山） 
 

○ガス溶接技能講習 

  5月 15・16日（新居浜）、6月 3・4日（宇和島） 
  

○高所作業車運転技能講習 

  5月 21～23日（松山） 
  

○玉掛け技能講習 

  5月 11～18日（四国中央） 
  

○危険予知訓練（基礎、リーダーとも） 

  5月 18日（新居浜）、6月 25日（四国中央） 
  

○フルハーネス型墜落制止用器具 

5月 27日（今治）、5月 28日（四国中央） 

 ※ただし、6月 26 日（八幡浜）は学科講習のみ実施 
  

○挟まれ・巻き込まれ体験研修 

  6月 24日（四国中央）（午前、午後とも） 


